
平 成 29年 度 第 1回 平 塚 市 下 水 道 運 営 審 議 会 次 第

平 成 29年 7月 19日 (水 )

午 前 10時 ～ 11時 30分

平 塚 市 役 所 本 館 3階  302会 議 室

1 委 嘱 式

(1)委 嘱 状 交 付

(2)市 長 あ い さつ

(3)会 長 、 会 長 職 務 代 理 者 選 任

2 下水 道 運 営 審 議 会 会議

議 題

(1)下 水 道 事 業 の 概 要 に つ い て

(2)平 塚 市 下 水 道 中 期 ビ ジ ョ ン (改 訂 版 )策 定 に つ い て (報 告 )

(3)平 成 28年 度 下水 道 事 業 決 算 につ い て

(4)そ の 他



平塚市下水道運営審議会委員名簿

(敬 称‖各:順不 同 )

氏 名 選 出区分 選 出母体 任 期

野崎 審也 市議会議員 平塚市議会
平成 29年 7月 1日 か ら

平成 31年 6月 30日 まで

出オヽヽl^光 市議会議員 平塚市議会
平成 29年 7月 1日 か ら

平成 31年 6月 30日 まで

西田 小百合 学識経験者 束海 大学
平成 29年 7月 1日 か ら

平成 31年 6月 30日 まで

官林 正彦 学識経験者 平塚水 道営業所
平成 29年 7月 1日 か ら

平成 31年 6月 30日 まで

矢板 千 英子 学識経験者 湘南地域県政総合センター
平成 29年 7月 1日 か ら

平成 31年 6月 30日 まで

小澤 雄一
排水設備 を設置すべき者

又は使用者
平塚商工会議所

平成 29有 7月 1日 か ら

平成 31年 6月 30日 まで

大伴 武靖
排水設備 を設置すべき者

又は使用者
平塚商工会議所

平成 29年 7月 1日 か ら

平成 31年 6月 80日 まで

山口 Π青日召
排水設備 を設置すべき者

又は使用者
平塚市農業委員会

平成 29年‐7月 1日 か ら

平成 31年 6月 30日 まで

秋 山 博
排水設備 を設置すべ者

又は使用者
平塚市 自治連絡協議会

平成 29年 7月 1日 か ら

平成 31年 6月 30日 まで

田下 秀春
排水設備 を設置すべき者

又は使用者
公募委員

平成 29年 7月 1日 か ら

平成 31年 6月 30日 まで

石黒  新 平
排水設備 を設 置す べ き者

又 は使 用者
市民委員

平成 29年 7月 1日 か ら

平成 31年 6月 30日 まで
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公共下水道
①汚水(合流)整備・・・・・・中●

②雨水整備"・・中●●中●●●●●雨水の排除
(総合浸水対策基本計画など)

③耐震,長寿命化対策・・……管路、ポンプ場の耐震・長寿命化
(総合地震対策、長寿命化対策)

2.農業集落排水 (事業)

・・……・トイレ、台所等の汚水を流す汚水整備・・・・中0

(上屋・吉沢地区)

3.合併処理浄化槽
市街化調整区域で、かつ将来にわたつて下水道計画のない区域

の生活系排水を合併処理浄化槽を設置して水路に流す

′」Ⅲ央下末I IE良工
=金

水I合岳渾化冒 I   合計

人日配分t'3) 90‖H   10W   09朗   I晰
2524001   ↓弱d   l.,SЫ  25'213(全 人日)

2mJ3J    10081    1.3関 I   '64,S0(日)整0人口(大 )
整横軍

平咸2,年 虚末
99崩1   1∞ 0ヽ1   "引    98川

※公共下氷H人口普及早1974'|(250,607人 /257.2,3人 )

処理入口  全市人ロ

付
`t'

a

一中
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①Pけ 水(合流)堆研「
4i活排水 (風 13・ 台所。トイレなど)を処lH!〕と,と で 1帝処 J」 !

排除方式 :合 流式、分流式

今流式 :一本の付路で、汚水と同i水を排除 (初別の1'F鮒
)

付略の能ず|は J本 で済むが、大市‖与には

'「

「川へ放∬とする

'う

,[合 があるために、川迎環境に対して‖〕AY」 あり

※‖‖和39年度から乾備を攻4め樹 R平塚 rJ、 川迎を含む第1州 Jf業 区域

(約 380ヘクタール)のみが対象

分流式 :Pウ水と雨水を別々の管%で排除 (現イトの能研I)

r'J水 は下水処コL'1)へ 、11水 は川やイナに,生按放流され、

沖∫川の水買が守られ、環境 F「 でもl中「生hiでも優れている

討両而rA

(刊,街 化 I夏蚊) 約 3.1 5 5ha
(市街化潤惟 Д城)約  4 7 7hn

1チl和 391r度からlr来に/(干

・現在ti第 6州 Jf楽
「

卜域 (市街化調確区域 )

を主にTF仰 中

※ ]れ 1糠川濫戯下水 i市 と1■ 、■つ以 にの

市町村の下水を処テllす るために、都道府

県が設邑する大4と 1代ヽ な下水道で、問巡市
田「は、本市を含む 9,「 3m「

|:

∞

④
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②耐〒水惟捕
耐〒水を側イ‖や骨きょ(ポンフ

′
l功 )をイ半山して江「川へ放

地 ドに浸透及びll,イ をする。

耐jttWFF鮒■:    76% (2743 65ha/3613 05ha)
惟研打済み

「
fl1/1‖ 可‖W貨

・設「 卜対象の |｀十雨

`H主

、‖+‖!51mm(5年に 1卜 JPilに の「イ!11)

,内 水ハザードマップの作成【平成251i2)]に 全戸n己狛j〕

大 Hこ に1行 えたI方 災意識の向 J:と 、災ギf‖ ↓のlr前1lliなどに

活
'日

してもらう資料。

1時‖〕に51mmの雨が「午った際に予想される浸水状況や、避
"イ

lh好 ‖l、

避難‖キの心得などを,「認していただく。

平上家市総合 ,)tt水 対策た本語面の策定I平成 26午 7)Hこ 発表】

近年の集中張Π耳に対応するため、中別と

'可

ユ別に対応する地区を定め、

打Ettl七区 T〔点地|え7簡所については、平成30年 l■ までに対,よをする。

「ツインシティ

ツインンティのまちづくりは、束イナ道新幹練新駅を誘致 している寒川‖〕

倉ッ引し地区と、¬棋川を供んだ平塚市大刹I地区とを新たな述略稀で紺び、川

の束W「]地 区が 一
l小 となった哄境共4iれ

`市

を形成す ることをH的 としてい

ます。

本市は、その ‐猟を担 うツインシティ大中Ⅲ地区を、平塚市総合 il両や

平塚市獅
`市

マスタープランにおいて、本市の 「北の核Jと 位どif「ヽけ、オF

たなまちづ くりを進めています。

ツインシティ大神地lXの I「街化区域|‖人に伴い、引を成 27η 二8)〕 に増fた に

平塚市公共下水道 I蚊に位世付けま した。

企休区域酌「和 :68 4hn
整備別‖H:平成 28`rl■ ～平成 34句 i度
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③語l震  )てメ「∩化対嫌
l■イ「の符ザキ及びポンプltttに おける由l震 化及び

耐震化 (管 ユ帝)         .
緊急輸送略に|し 定されている ]逆 I′プ (刊 E述 H`)に 布設されている

付″件 (司 勺父24イ
「

l■ ～平成 33年 l壁 )

前l震 十ヒ (ポ ンプ
'オ

′t)

JR平塚駅川辺の人「略 災地を抱え、緊急輸送附の J述 129′ノに

miし ている束郎ポンプ場 (平成 27午lt～ :r成 33年度 )

長寿命十ヒ (管 路 )

本市で「txも 初別に管路を推JIし た JR平塚Wく川迎を含む第 34処 }'J分区

(平成 2 4 1llI～ 平成 30午 l■ )

長井命化 (ポ ンプJttt)

JR平塚〕、円迎の人口密架地を抱える束削∫ポンプ場 (機サ■頼 )

呼 成 26午 l■ ～平成 3 0 1rl貨 )

汚水イF“

"隈村地域における資泳術民の1足進を図 りつつ、爬

や l.士 来従J'者の生IT環境の改 rヽ′ を区Iる

lf栄州‖li:L垢甘地区 引印戎 16年度～ヨ打成27年度

!,沢 地区 平成 18年度～平成 271=度

対類地 :J二星・古V、 地区内におけるJr来賛同考の方々

汚水処測!力t・文 :J二 屋・吉沢地区にそれぞれ 1簡所

資源術房l施設 :古沢地区に 1簡所

語面総管蹄延長 :36,465m

普及率 : 99 8%(3032人 /3038人 )

処E性人日   区城内人「 I

総可rttrt:54億 7千 5占万円
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汚水整備…・・̈ ……・①未接続家屋の解i円

②「l可天時Ⅲkユ 人水の対策

・Hl水推備・・・・………・浸水区l成の月早消、ゲリラ表雨への対策
マ
(降雨Jl度の兄 tと しや宅内浸透の促進など)

呻;水雨水の共通r¨・尉元縦就 群辞8継絲″
ヒ

(土五llに対して

中単価

受益者負担金(第5期事業)・・・339円

分担金(第6期事業)・・・366円

(例)第5期事業・土地面積123.45鑓 の場合

123.45× 339=41,849.55

負担金額:41,849円
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中公共下水道使用料とは

・下水道管の清掃や修理

・ポンプ場の維持管理

・終末処理場で汚水を學理する費用 など

排水量に応じて負担していただく

4排水量の算出方法
1,県営水道のみ使用している方

水道使用氷畳=排水量

2,井戸水のみ使用している方

認定水量(1人 lヶ 月8‖r)を塾こ使用人数によつて2ケ月の排水量を算出

(柳l)4人住まいの場合

4(人)X8(‖ド)X2(ヶ月)=64Jド

}県 営水道と井戸水の併用の方

水道使用水量に用迫月中こ認定した井戸本の使用水量を加えて排水量を

算出

風呂:3‖ P/1ケ 月

トイレ,台所・洗面所・洗潤検・外流し:各 ln,/1ケ月

～16wド・・・・・・・・●●●●●●ユ,324
17"ド ～50‖ ,・・・34×  99=3,366
51wF～64ド・中14X102=1,428

6,118 X l.08=6,607
下水道使用料:6,607円

6
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■上

平塚市では、平成15年 4月 から公共

料の徴収事務を神奈川県企業庁に委託しており
ます。

公共下水道使用料は、水道料金と一緒に「上下

水道料金」として、神奈川県企業庁から請求が行
きます。

農

農業集落排水処理施設は、事業に賛同された方が利用するこ

ととなります。事業の全てを全市民からの税金でまかなうことは、
施設を利用しない人にまで負担をかけることになり、税負担の公
平性を欠くことになります。
そこで、農業集落排水事業の費用の一部を処理区域内の人に

負担していただき、負担の公平性と、よりと層の整備促進を図る
ものが「分担金制度」です。

だきます。
宅内排水の接続の有無に関わらず負担が発生します。

金額

土地の面積に関わらず261=000F]/棟

受益者とは

農業集落排水処理施設を利用される方です。

7
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使用料は、汚水を処理する費用や汚水管の清
掃・修理など施設の維持管理費等をまかなうた

めに、農業集落排水処理施設を使用している方
からいただくものです。

家庭用の刊か月排水量は、一人あたり1か月8
謂の排水量に世帯人数を乗じたものとしていま

す。1か月排水量に応じて、1か月使用料が決ま

ります。

1か)1甜水l止 1似ピ側斗 (税 込・IЧ )

世傷6敷

1 8 714 1,428

1,570 3, 1402 16

3 24 2,425 4,850

3,303 6.6064 32

5 40 4,185 8,370

48 5,066 10,1326

7 56 6,051 12, 102

64 7,070 14, 1408

経営戦略とは

・「平塚市下水道中期ビジョン」の後継版としての内容を合む

中中長期的なシミュレーションにより経営課題を明らかにし、収支均
衡のとれた安定的な経営を目指す

8
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投資試算

,日 は,大材年 広増化、ノウハウ活用与

資金管理,日違等 その他重点事項

取組期間

中平成30年度～投資計画の策定開始
中平成31年度″投資・財政計画から

経営戦略案作成
中平成32年度～パブ1)ックコメント実施

経営戦略策定

・ 平成33年度～経営戦略を軸とした

事業経営開始

9



資 料 2

公共下水道使用料の検証

料金改定の検討は、通常 3年ごとに実施 しています。平成 28年度が検討年度となってお り、昨

年の審議会において平成 29年度から平成 31年度も引き続き適正な数値で推移する見込みとなる

ことから、料金の改定は行わないことにいたしました。

また、その検討の中で毎年度検証を行 うとさせていただきましたので、平成 28年度決算に基づ

く検証結果を御報告いたします。

1 下水道使用料徴収の根拠

下水道法第 20条第 1項に、「公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を

使用する者から使用料を徴収できる。」と規定されています。

(使用料は、下水道管、ポンプ場の維持管理、県の終末処理場で汚水を処理する費用等に充て

るため、また減価償却費や下水道建設のための企業債 (借入)不可息などの資本費を賄 うため、排

水量に応 じて使用料を負担 していただくものとなります。)

※ 条例抜粋

○平塚市下水道条例

(使用料の徴収)

第 11条 公共下水道の使用については、別に条例の定めるところにより使用料を徴収する。

○平塚市公共下水道使用料条例

(趣 旨)

第 1条 この条例は、下水道法 (昭和 33年法律第 79号。以下 「法」という。)及び平塚市下水道条

例 (昭和 42年条例第 18号 )第 H条の規定に基づき本市の設置する公共下水道の使用料の徴収につい

て必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第 3条 使用料は、公共下水道に下水を排除する者 (以下「使用者」とい う。)か らこれを徴収する。



2 雨水公費・汚水私費の原則

下水道の維持管理に係る費用負担のあり方については、その公共的役割 と私的役割を総合的に

考慮し、基本的に雨水に係るものは公費 (租税)で、汚水に係るものは私費 (使用料)で負担する

ものとされています。

[費用]管理運営費 (経費区分)

――[維持管理費]

管渠費

(管渠施設維持管理事業)

一 ポンプ場費

(ポンプ場維持管理事業 )

一 流域下水道管理費       ・・・・・・

(流域下水道維持管理負担金事業)

一 普及指導費

(水洗化融資事業 )

(水洗化普及事業)

一 業務費

(下水道使用料賦課徴収事業)

(受益者負担金賦課徴収事業)

一 総係費

(職員給与費)

(下水道総務庶務事業)

[資本費]

― 減価償却費等

一 支払利息及び企業債取扱諸費

[収益]財源内訳

汚水経費 雨水経費
その他

経費

汚水経費 雨水経費
その他
絡書

汚水経費 雨水経費
その他
絡書

汚水経費 雨水経費
その他
経費

汚水経費 雨水経費
その他
絡書

汚水経費 雨水経費
その他
絡書

十 + +

汚水経費 雨水経費
その他
絡書

+ +

汚水経費 雨水経費
その他
絡書

汚水経費

雨水経費
その他
繹書

+

+++

+

+++

+++

+++

+

十

―
―
―
―
Ｉ
Ｖ

費]下水道使用料

[公費]一般会計繰入金等

(使用料対象経費 )

(繰り出し基準内経費等)



3 汚水経費の内訳

① 維持管理費 (下水道管及びポンプ場の維持管理費、県管理の終末処理場での汚水処理負担金 )

ア 管渠費

既設管渠の清掃及び維持補修に要する経費で汚水量比率 (有収水量、不明水等)等により、

私費負担と公費負担にする。

なお、水質規制費については、特定施設設置事業場等の指導監督及び水質検査に要する経

費で公共用水域の水質の保全に係る経費を公費、下水道の施設及び機能保全に係る経費を私

費とし、私費と公費それぞれ 2分の 1と する。

イ ポンプ場費

ポンプ場における汚水 。雨水の揚水に要する経費及び施設設備の補修に要する経費で汚水

量比率 (有収水量、不明水等)により、私費負担と公費負担にする。

ウ 流域下水道管理費

相模川流域下水道の維持管理に係る負担金で、汚水量比率 (有収水量、不明水等)に より、

私費負担と公費負担にする。

工 普及指導費

(ア)水 洗化融資事業

水洗便所への改造のため、資金の融資、斡旋に係る経費で行政的施策に該当するもので

全額公費負担とする。

(イ )水 洗化普及事業

排水設備の申請・審査や処理開始の公示等、指導監督業務に係る経費で「繰 り出し基準」

に基づき、私費と公費それぞれ 2分の 1と する。

オ 業務費

(ア)下 水道使用料賦課徴収事業

公共下水道使用料の賦課徴収に係る事務経費で全額私費負担とする。

(イ )受 益者負担金賦課徴収事業

建設財源である受益者負担金の賦課徴収に係る事務経費で全額公費負担とする。

力 総係費

(ア)職 員給与費

総務及び維持管理に従事する職員の給与費で、担当する業務内容等により、私費負担 と

公費負担にする。

(イ )下 水道総務庶務事業

経理・庶務に要する経費で、汚水量比率 (有収水量、不明水等)等により、私費負担 と

公費負担にする。

(ウ )下 水道運営審議会委員事業

下水道運営審議会に要する経費で、私費と公費それぞれ 2分の 1と する。

② 資本費 (減価償却費と企業債 (借入)の利虐、)

減価償却費と企業債の利虐、等で、私費分 (汚水)の資本費については、それぞれの汚水比率

をもつて私費負担とする。

なお、資本費のうち分流式下水道等に要する経費については、「繰 り出し基準」に基づき公

費負担とする。



4 経費回収率

汚水経費を、実際の使用料収入により、どの程度賄えているかを示す数値が『経費回収率』で

あり、この数値が 100%に 近いほど適正な使用料といえます。

※ 経費回収率
使用料収入

汚水経費
× 100

5 平成 28年度決算に基づく検証結果

公共下水道使用料は、家庭や事業所から出る汚水を処理するためのポンプ場等の維持管理費や減

価償却費や下水道建設のための企業債 (借入)利虐、などの資本費に使われています。

これ らの経費は使用料で賄 うのが原則 となってお り、下水道財政の健全な運営と適正な費用負担

の原則の確立を図るため、平成 28年度の使用料を検証 しました。

検証の結果、実経費回収率が平成 28年度は98.7%と なり、概ね適正な数値となりました。

引き続き、公営企業として公費負担の適正化とともに使用料収入の確保に努めます。

下水道使用料対象経費と経費回収率(平成26年度～平成28年度)

年度

使用料対象 (汚水)経 費

使用料収入

D  千円

年間

有収水量

E  千 1■
S

汚水処理

原価(※ 1)

F=(C■ E)円

使用料

単価(※ 2)

G=(D■ E)円

経費

回収率(※ 3)

(使用料充当率)

H=(D■ C)%

維持管理費

A  手円

資本費

B 千円

合 計

C=A ttB千円

26決算 1,650,999 1,926.020 3,577,019 3,574,063 28,894 1238 1237 999

27決算 1653791 1,895,607 3.549,398 315991910 29,012 1223 1241 1014

28決算 i割 ■7呵 知Oα 820 3,412,528 3,366.541 28,412 1201 1185 98.7

計画
29～ 31

5,897,807 4,955,085 10,852,892 101526.114 84,550 1284 1245 970

※ 1

※2

※3

(汚水処理原価)=(汚水経費)■ (年間有収水量)

(使用料単価)=(使 用料収入)■ (年間有収水量)

(経費回収率)=(使 用料収入)■ (汚水経費)× 100

農業集落」F水使用料について

農業集落排水使用料については、経営戦ll各 の策定や適正な事業運営の基礎 となるため、平成 29

年度から下水道運営審議会の審議事項に追加されました。

今後は、公共下水道使用料と同様に検証を進めてまいります。
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ささえる下水道～

平成 24年度～平成 33年度

改 訂 片反 (平成29年度～平成33年度)

平 塚 市



平塚市の下水道は、8召不□39年 12月に建設事業に着手したことに始まり、8召

和48年 6月 に一音B供用P牙∃始し、都市の健全な発展、公衆衛生の向上、公共用水

域の水質保全に雪与してきました。

これまでの下水道は、市街地拡大、人□i曽加、生活様式の高度化に伴う水利用

の増加などを前提として、「汚水の排除とそれによる生渚環境の改善」、「公共

用水域の水質保全」、「市街地の浸水B方除」などを目的として事業を推進してき

ました。しかしながら、少子高齢イヒ。人□減少社会の至」来、環境保全意識等の高

まりによる節水型社会への変化など、社会的要因が変化しており、下水道の整備

方針についても大きな転換期を迎えています。さらに、整備してきた下水道施設

の機能保全と再生、地球温8髪化 。資源エネルギーの枯渇Pロロ題への対応、地震等の

自然災害に対する安!b。 安全の確保など、新たな取り組みが財要となつてしヽます。

このような社会情勢の動向に対して、国、県の計画及び平塚市の下水道が抱え

る課題を整理し、◆後40年間で目指すべき方向性と取組内容について、市民の

皆様に広く理解と協力を得られるように平成24年度に「平塚市下水道中期ビジ

ョン」を策定しました。

このたび、中間年度にあたる平成28年度に中間評価を実施し、見直しました。

注)文中の太文字は用語の解説参照。

◆

◆
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策定の目的と位置付け
■

，

イ

ー

近年、少子高齢イヒ社会 。人□減少、地球温暖イヒ・資源エネルギーの枯渇問題ヘ

の対応、また、地震等の自然災害に対する安lb。 安全の確保など、下水道を取り

巻<社会情勢が変化しています。

このような社会I情勢の動向に対して、持続可能な下水道事業を推進するために

は、重点的に取り組む施策を明確にし、効率的 。効果的に事業を実施していく財

要があります。

下水道は、市民の皆様の安全を守り、また、生汚環境を保全するための重要な

施設です。平塚市の下水道が抱える課題を整理し、◆後 10年間の基本的方向と

具体的施策及び目指すべき方向性と取組内容を示した「平塚市下水道中期ビジョ

ン」を平成24年 7月に策定しました。

計画の進行管理に基づき、中間年次の平成28年度に、日標達成度合い等の検

証による見直しを行いました。

平塚市下水道中期 ビジョンの位置付け

1



下水道中期ビジョン中間評価の視点

O事業の達成状況評価
・中期ビジヨン策定時の施策、指標に基づき事業の達成状況を評価し、日標値

と進捗状況に応じて成果指標の妥当性を検証するとともに、対応策を検討し

ます。

○中期ビジョンに影響する環境変化への対応

(国の動向)

。平成26年 7月に策定された国の新下水道ビジョンとの整合性を図ります。

。平成28年 ¬月総蕩省通知「経営戟略の策定推進について」における「経営

戦略」の策定による経営基盤の強イLと財政マネジメントの向上に取り組んで

いきます。

(県の動向)

・神奈川県生港排水処理施設整備構想 (点検結果)との整合性を図ります。

(市の動向)

。新たな平塚市総合計画～ひらつズ〕`NEXT～ の施策を反映させます。

・平成26年の「平塚市総合漫水対策基本計画」の策定による漫水対策に取り

組んでいきます。

・ツインシティ整備事業の進展に対応します。

○持続可能な下水道事業に向けた方向性、取組

・持続可能な下水道事業を推進するために、各事業の方向性の再確認と、あ要

に応じて取組内容の変更、修正を行います。

2

下水道マスコットキャラクター「スイスイ」



下水道のしくみ

本市の生活排水は、公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽の 3手法で

処理することとしてしヽます。なかでもその中心的役客」を担ってしヽるノ△ヽ共下水道

は、生活環境の改善や公共用水域の水資保全、浸水のB方除など、市民生活に欠

かせないライフラインとなっています。下水道には、生活排水を排除・処理す

る汚水施設と、浸水を防除する雨水施設があり、主に地下水路に集め公共用水

域へ排出してしヽます。

本市の下水道は、神奈川県が事業主体である相模川流域下水道に接続する流

i或関連ノ△ヽ共下水道として整備しています。相模川流以下水道は9市3町で構成さ

れており、各市町から排除される下水は右岸処理場 (四之宮管理センター)と
左岸処理場 (柳島管理センター)で処理されます。

本市では、昭和48年 6月 に相模川流域右岸処理場の一部供用開始を受け、

合流式下水道で整備された平塚駅周辺地頭の供用をF升]始 し、その他の区1或 は分

流式下水道として整備を進め、随時区1或 を拡大しています。

平成27年度末には、処理区1功面積は約3,486ha、 処理区1或内人□は2
52,400人 で、汚水管・雨水管の整備延長は約 ¬, 193kmに 達し、下

水道処理人口普及率は97。 4%となっております。また、雨水対策の整備は

約77.3%完 了しています。

3



桐りII等の公共用木域

の 施 設 (市 H」
‐
村 )
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●流域下水道とノム`其下水道 :

一般的に下水道整備は、市町村を事業者とする公共下水道が基本となつていますが、

相模川と酒匂川の流域では、「②流域下水道」として県が事業者となり、市町と連携し

整備や維持運営を行っています。
●公共下水道以外の汚水の処理方法 :

本市での生活雑排水等の処理は、公共下水道以外に合併処理浄化槽、農業集落排水

などにより行つています。
●ノム`共下水道事業の雨水対策 :

雨水整備については、市田」村が事業主体となり、汚水の管路とは別に雨水の管路を

整備・管理し、雨水を河川等の公共用水域へ放流しています。

下水道 (汚水)の しくみ

4



平塚市下水道計画図 (汚水 )
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第2章 下水道中期ビジョン前期の評価と

生活排水を処理し、′△`衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、「下水道

処理人口普及率」を、平成28年度までに97.5%に F口]上させることを目標としてしヽ

ます。

■進捗状況

■

普及地域の解消を行います。

レ,真田・北⇔目区画整理地内、富士見田]、 岡崎地区等に汚水管を4,933m整備し

ました。

区画整理と同日きに下水道が整備された真田・北金目地区

6

良好な生渚環境の実現

981% 順 調汚水管聖隔
下水迫処理人

□晋及率
964°/。 975% 974%



■ 下水道処理人□普及率

> 下水道処理人口普及率は、平成

27年度までに 1%増加していま

す。

> 平成28年度末の下水道処理人口

普及率の見込値は 97.4%となっ

ており、中F日]目 標値の 97.5%は

概ね達成できる見込みです。
下水道処理人□普及率の推移

新 な誤諏

> 下水道事業を取り巻く環境の変化等により、生活排水処理の基本構想である「神奈

川県生渇排水処理施設整備構想」が、平成27年度に見直されました。本市におい

ても、当初の中期ビジョンの目標である「平成30年度までの末普及地上或の解消」

は灘しい状況であるため、汚水の整備スケジュールを再検討する財要があります。

"・

ツインシティ太神地区区画整理の整備に伴しヽ、平成27年に下水道区域が拡大され

たため、区画整理と同時に下水道を整備するあ要があります。

> ◆後の整備箇所は市街化調整区域であり、一人あたりの整備費用が高くなるため、

より効率的・経済的に汚水整備を進める財要があります。

生排橋想 【計画】 人□配分 981% 」O% 09% 刊OO%

整備率

(H27年度末)

区 1或内人□ 252,400人 3,058人 1,755人 257,213人

整備人□ 250,537人 3,058人 1,355人 254,950人

整備率 993% 」∞ % 772% 991%

平塚市の生活排水処理の割合

7



公共用水域の水貨保全を図るため、

■進捗状況

瓶%1価%1卜鰯雑
達 成

昌鱈伝隻
三 十

含
琵晟畠卦

遭

lq9留

管堅隔
合況式下水通

改善率
73%

■ 平成 25年度末までに合流改善事業を完了させます。

レ 平成25年度に松風町・ス領堤貯詔管が完成し、合流式下水道緊急改善事業が

完了しました。

■ 含流管路への雨水流

> 合流区t或の宅地内で、雨水浸透桝の設置を推進しました。

■ 合流式下水道改善率

> 合流式下水道緊急改善は、平成25年度に松風田]・ ス領堤貯冨管ポンプ場が完

成し、平成17年度から着手していた合流改善対策が完了しました。

8



■対策効果

レ 合流式下水道は本来、分流式下水道への変更が嚇要ですが、未処理水の放流を短期

間に全て無くすことは不可能なことから、合流式下水道緊急改善対策を実施しまし

た。この対策により、未処理水の河川への放流回数が半減し、分流並みの水質に改

善されました。

放r.管

越流の仕組み

【改善前】

雨天時には、汚水と雨水が混じっ

た合流水のうち、処理場に送るこ

とができない合流水は雨水吐
~至

の1厘を超えて、相模川へ全て放流

されます。

【改善後】

雨の降り始めに、汚れの多い合流

水を雨水吐室の 1厘 を超える前に

貯冨管に溜めることにより、相模

川への放流回数が減少します。

溜めた合流水は晴天時に処理場

へ送り、されいな水に処理された

後、相模川へ放流されます。

9
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災害に強い下水道

2,2,1 浸水対策の推進

す :

し、 8

数」

■進捗状況

雨水管を聖偏すべき面積に

文]す る聖隔済み面 l員の割合
遅 延雨水雪翌偏 雨水整備率 762% 786% 774% 79%

雨水流出

すll li」
雨水浸述桝の

設目咀回数

165,OOO
□

190,OOO
□

191.224
旧

215,OOO
個

年5.OOO個 設置

(宅 内及ぴ逼路初 )

■ 雨水排水施設、貯留管、浸透ます等の整備

> 真田 。北金目区画整理地内や岡崎地区等に雨水管を 7,862m整備するとともに、

雨水浸透桝の設置を促進しました。

雨水排水施設の整備実績 (西海地雨水幹線築造工事その 1)

10



■ 血水ハザー ドマップの作成

レ'1時間に 51mmの大雨が降つた場合に浸水がラ想される区域や浸水の深さを

示した内水ハザー ドマップを、平成24年度に作成し、全戸配布しました。

■ 開発指導による緑地の確保等 (流出抑制)                .
レ 緑地の確保に努めました。

■ 土のう等の配布

> 台風接近時には、上のうを配布しました。また、緊急時に利用できる「上のう

ステーション」を刊1箇所設置しました。

■ 各家庭の雨水貯留槽の設置に対する支援

> 雨水貯盟槽施設に、69件補助金を交付しました。

雨水整備率

> 本市は、1時間に5コ mmの降雨に

対応できるよう雨水管の整備を進

めています。

> 雨水整備率は76.2%か ら平成28
年度見込値で77.4%へ と1.4%向

上※1しましたが中間目標値である

78.6%は達成できない見込みとな

つています。

■ 雨水浸透桝の設置 l固数

> 雨水の流出抑制や地下水源を確保す

るために、開発事業や専用住宅建設

8きに雨水浸透桝設置を指導し、また、
ノム`共工事で雨水浸透桝を設置してい

ます。

> 平成28年度末までの見込値では、

191,224個となっており、中間目

標値の対90,OOOイ固は達成できる見

込みです。

嘴
　
　
　
ぶ
　
　
　
普

百が   ,確 r,   )t,t   朧ヤ  中Jえ餌

雨水整備率の推移

※ツインンティ区画整理地内の下水道を整,,するため、平成27年度に事業計画面積が3,544 6Ы i`]か ら3、 613 0Shaへ と増加 しました。このよ曽加分を考
慮すると雨水整備 :卒lは 759Xと なりますが、整備進捗率をわかりやすくするために、中期 ビジョン策定Ⅱキの事業計画面積で記職 しています。

イ咀強″

1即 Ⅲ

jお前

蜘

4聴 (コγ

:l'4    ‖
'Tょ

    !'''

lH

雨水浸透施設設置個数の推移



■新たな課題

> ◆までは、市内全域で一律の降雨を目標とした整備を行うものでしたが、近年頻発

する局所的な集中豪雨に対し、限られた財源の中で緊急かつ効率的に漫水被害の軽

減を図るために、被害の状況や特徴に対応した漫水対策を実施する町要があります。

幹道 真上金目線の道路冠水状況
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大地震発生時におしヽても、下水道機能の維持を図ることを目指し、平成28年度ま

でに、管渠施設でlよ、緊急輸送路である国道 1号に埋設されている管渠 (函渠)耐震

化率を¬OO%に することを目標としています。また、ポンプ施設では、平成28年

度までに¬箇所耐震イiしすることを目標としてしヽます。

■進捗状況

■

レ ニ次災害の抑制対策として、緊急輸送路に指定されている国道 1号車道部に埋

設されてしヽる管渠を7‖ Om耐震化しました。また、速やかな機能回復対策と

して、平成27年度に下水道BCPを 策定しました。

耐震化工事 (可 とう継手)の整備実績 (総合地震文」策工事その2)

■

夢業 (長寿命化事業)と連携 して行います。

> 地震対策がИ要な管路は、耐震化と長寿命化を同時に図りました。

管渠施設

両」震イヒ

緊急輔送程Sの

耐震化率

国道 1号
面]震化

100%

国適 1号
雨J終化

56%

□逼 129
号耐震化

50°/。

重要戸ょ巳S線 に l里 設されてい

る下水道管の耐震化
遅 延

災客に強い

下水迫
1也 震メ]策

ボンフ施設

嗣識化

而」霞化

堅衛箇所
1箇 所 O固所 3箇所

而]鑽 十ヒが嚇要な5ボ ンフ場

のうち、整備が終了したポ

ンプ場

遅 延

¬3



■

実施します。

レ 平成27年度に東部ポンプ場の耐震診断、平成28年度に実施設計を行つてい

ます。

■

> 平成27年度に下水道BCPを策定し、財要な仮設ポンプ、復旧資材の量を把

握しました。

■ 緊急輸送路の耐震化率

> 国道 1号車道音Bの耐震化率は、平

成28年度末の見込値が 56%と

なつており中間目標値の 100%
は達成できない見込みです。

レ 未達成の理由は、東日本大震災の

被害を踏まえ、管路施設の耐震対

策指針か改定され、本指針に適合

するよう設計を見直したことに

より、国道1号の耐震イヒエ事が遅

れたためです。

蹴
ば
．
鵬
！用一
郎

■1■    申写    ■1    碗イ̀   甲4岬泌I

国道 1号車道きB耐農化率の推移

■ 耐震化整備箇所 (ポンプ揚 )

> 東告Bポンプ場の耐震化工事は平成 29年度から着手するため、中間目標値の

司箇所は達成できなしヽ見込みです。

> 末達成の理由は、東日本大震災に伴いポンプ施設の耐震対策指針が改定され、

本指針に適合するよう設計を見直したことにより、東部ポンプ場の耐震化工事

が遅れたためです。

■新たな課題

卜 国道1号車道部の管路やポンプ施設の耐震化工事が予定よりも遅れています。

14



施設の効率的な維持管理

適正な維持管理を実施することを目指し、平成28年度までに「不明水の削減量」を

時間当たり7,O O O ni削 減することを目標としてしヽまつ。

■進捗状況

■

率イヒを図ります。

> 平成25年度に下水道台帳システムを導入しました。

■ 不明水の削減に努めます。

> 事業所、学校等の排水設備、約234haの 区域を誤接続調査し、改善指導し

ました。また、穴つきタイプのマンホール蓋、約4,OOO箇 所にゴム栓を設

置し、コンクリート製の汚水桝、約700箇所を塩ビ製に交換しました。

■ 不明水の削減量

レ・ 不明水の削減量は、平成28年度末の見込値が時間当たり3,¶ 42ポとなり、

中間目標値の時間当たり7,OOOだ に達成できない見込みです。不明水の原

因は全国的にも特定されておらず、効果的な対策が確立されてしヽない状況です。

新 た な誤顕

> 効率的に下水道施設を維持管理するために、点検、調査、修繕履歴などの維持管理

情報を下水道台帳システムに蓄積する隊要があります。

レ 神奈川県と流域下水道関連市町が進めてしヽる不明水対策では、削減効果が表れてしヽ

ないことから、県では新たな実行計画の策定にF口匂けた検討をしています。

15



施設の老朽化に文」し長寿命化を図ることを目指し、平成28年度までに「合流区1或の

長寿命化対策面積」を120haと すること、ポンプ施設の長寿命化を1箇所完了する

ことを目標としています。

■進捗状況

■ 計画的に施設の点検を実施 し、改修を行います。

レ 平成25年度にも、じみ野地区の管路の状況を確認するため、カメラ調査を実施

しました。この調査に基づき改築の優先順位を決定しました。

■

な改築・ 更新を実施 します。

> 平成25年度に第 34-1, 2, 3処理分区の長寿命化計画を策定しました。

また、長寿命化計画に基づき、合流区1或の長寿命化対策を120ha実 施しま

した。

下水道施設が原因で発生 した道路陥没

O箇所

16



■

"・

平成24年度に5ポンプ場の全機器を整理し、リス ト化しました。5ポンプ場

のうち東部ポンプ場は経過年数が標準耐用年数を上回ることから、平成25年
度に東きBポンプ場の長寿命化計画を策定しました。また、平成27年度に実施

設計を行しヽました。

管更正 (複合管)の施工状況 長考命イヒ対策が跡要な東gBポンフ場

> 合流区1或の中で、長寿命化計画に

より対策を行う主要な管渠の長

寿命化整備面積は、平成28年度

末の見込値が 120haで あり、

中間目標値を達成できる見込み

です。

跡
帥
郷
姉
軒
呻
肺

耐

∵

“
湾

淋

じ

正

合流区 1或 の主要な管渠の長寿命イし対策率の推移

■ ポンプ施設の長寿命イヒ整備箇所

> ポンプ施設の長寿命化対策工事は、平成29年度から着手するため、中F日∃目標

値の¬箇所を達成できなしヽ見込みです。

> 末達成理由は、本市の耐震診断の基準となる国の指針が改定されたことにより、

東きBポンプ場の耐震イヒエ事が遅れたため、耐震化工事と同時に実施する予定で

あつたポンプ場機器の長寿命化対策も遅れたものです。
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■新たな課題

> 事故の未然防止、ライフサイクルコス トの低減及び事業費の平準化を図るため、ス

トックマネジメント手法の者えに基づいたラ防保全型の計画的維持管理が賜要と

なつています。

レ ポンプ場施設を対象とした、長寿命化計画を策定する財要があります。

平塚市のポンプち伍設

東部ポンプ場 階不847年度

桜ヶ丘ポンプ場 昭不E59年度

撫子原ポンプ場 昭和62年度

馬入ポンプ場 平成 5年度

徳延ポンプす易 平成14年度

18



経営基盤の強イヒ及び効率化2,4

将来負担の軽減と健全な経営を確保することを目指し、「借入金残高」を平成28年
度末までに436億 円にすることを目標としています。

■進捗状況

■

果や緊急度を考慮した投資計画を策定します。

レ・ 毎年度、財政シミュレーション及び投資計画を策定しています。

■ 邑築・更新を一埜山に捉えたストックマネジメントシステムの導入を進めます。

>平 成25年度から資産情報の調査を行い、全資産の洗しヽ出しを終えました。

これを基に、ス トックマネジメントの者え方に基づいた計画を策定します。

■

進めます。

レ 平成24年度に基本方針の策定に着手し、平成25年 8月に公表しました。

この基本方針に則り、平成25年度ア〕`ら資産調査及び評価、平成26年度から

企業会計システムの構築に着手し、それぞれ平成27年度末をもって完了し、

平成28年 4月 H日 からノム`営企業会計へ移行しました。

4361B円 423隠 円

¶9



■ 借入金の残高

卜 借入金の残高は、平成23年度

末で約579億 円ありましたが、

順調に返済を行った結果、平成

27年度末で約456億 円とな

り、4年間で約 123億 円の償

還を進めました。平成28年度

末での目標額である436億 円

は、達成できる見込みです。

> 平塚市総合浸水対策基本計画に

基づく雨水整備や、耐震 。長寿

命化など、事業を進めるととも

に、計画的な投資による費用負

担の平準化を図りました。

r,ィ ぃ 1・, w4‖フ
'い

1`Wt,11】01は 1 け にわ
“
ど
`‖

お ド:I IIE7

-■ ■ Ⅲ…,とと 、 キ よヽ ヽ

地方債元利償還金の推移

滲 ユエ勲 出
―

竿 :‐ l,棘

投資額の推移

■新たな課題

> ツインシティ整備事業などにより、借入金の残高が一時的に増加することがラ演」

されます。

レ ノム`営企業会計の導入に伴い、専門的知識を備えた職員の育成・教育が財要となり

ます。

> 老朽化の進む施設の改築 口更新に備え、ス トックマネジメントの考え方に基づい

た、中長期的な投資試算を行う隊要があります。

い・ 中長期的な投資試算に見合う財源を確保するため、中長期的な財源試算を行う財

要があります。
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汚水の処理に隊要な費用を使用料で賄うことを目指 し、「経費回Ⅲ又率」を平成28年

度末までに司OO%に すること、1又入を確保することで安定的な経営を目指し、「下水

道接続率」を平成28年度末までに96.7%に することを目標としています

■進捗状況

■

要に応じて見直しを行います。

>使 用料が適正であるかの検証を毎年度実施しました。また、平成25年度と平

成28年度には、維持管理計画を策定した上で下水道使用料の見直しを行しヽ、

据え置きとしました。

■

やホームページ掲載による周知、戸別訪間や未接続家庭全戸への通知を強化します。

レ・ 水洗化の義務期限を過ぎた全家屋に戸別訪間し、啓発パンフレットによる普及

l足進や状況把握の調査を行しヽました。

維
又
賛 [。]1又 率 100。/。 100°/。

下水適 ;垂続促

進
接続率 947% 967%

21



日 経費回井又率

)・ 本計画期間を含む平成21年度

以1年は、下水道使用料中又入と汚水

処理経費 (使用料で賄う経費)が

lt―)衝する状況が続いています。

経費回収率は、平成24年度が

99.7%、 平成25年度が998%、

平成26年度ズ〕ヾ99,9%、 直近の

平成27年度が 101。4%、 平成

24年度～平成27年度の4年

平均で1002%と なつており、

平成28年度末の中F口]目標を概

ね達成できる見込みです。

■ 接続率

",接
続率は、新たな供用開始 (公共

下水道を使用できるようになつた

区域)による一時的な影響はある

ものの、平成 18年度以降順調に

上がっています。また平成28年
度末の見込値も96.9%となって

おり、中間目標の96,7%は達成で

きる見込みです。

（
Ｉ
Ｒ
陣
）

亀・ilド Vlll｀ 入と弓末盛■昇付

下水道使用料収入と汚水処理経費の推移

,EI(■

接続率の推移

■新たな課題

> 施設の老朽化等により、汚水処理経費が増加傾向になるとラ想されるため、維持管

理につしヽて計画的かつ費用節減に努めるあ要があります。

> ◆後の施設更新費用について、汚水処理経費として下水道使用料でどこまで賄うべ

きか検討する町要があります。
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施策の進捗状況、評価のまとめ2.5

前期目標の達成状況としては、4つの基本方針に対する合計12の指標のうち、「合

流式下水道の改善事業」の完了や、「借入金の残高」の削減など、7つの指標では目標

を達成できる見込みです。一方、地震対策や施設の長寿命化は、国の耐震指針の改訂

により遅延するなど、5つの指標につしヽて達成が難ししヽ状況です。

未達成の事業や「新たな課題」に対応するため、第4章において、各事業の方向性

の再確認や、取組内容の変更・I多正があ要な事業につしヽて記載してしヽます。

未晋及地以の

解 肖
活水管聖碕

下水道処理人

□皆汲率
964°/。 975% 974% 981% 惚人□に文」する下水迫処理

区!す 内人□の
=」

含 H頁 :目

貯盟管整備
含流式下水迫

改雷率
73% 100% 100°/。

含流区 !ヌ面積に文]す る融苦

済み面積の g」 合
達 成

雨水管整隔 雨水堅臓率 762% 7860/。 774% 79% 雨水管を堅嬌すべき面積に

ヌ」する堅崎済み面積の害」合
遅 延

浸水対策

雨水流出 雨水浸透桝の

設置個数

165,000
□

190,000
1固

191,224
個

215,OOO
個

年5,OOO旧設督L
(宅内及ぴ通 P愚 桝 )

H員 副圏

管渠施設

嗣震十ヒ

緊急輸送路の

而」震化率

国迫 1号

而]震化

1000お

国適 1号
而】電F三十ヒ

56%

国連 129
号耐」震十ヒ

50。/。

重要なIS緑 に理設され てい

る下水道管の面J護イヒ
屋 延

災審に強い

下水道

地震剤策

ポンプa低設

嗣艇化

耐震化

整偏箇所
1箇 P,F O箇所 3箇所

嗣震1ヒが跡要戸ょ5ポ ンブ1易

のうち、翌li百が終了したポ

ンブ陽

l屋 延

380ha

1箇所 3固所

借入金の
679億 円 436億 円 423億 円 303に 円

借入金 の財政シミュレー

シヨンによる瞬高

1吏用料の
密棄回Ⅲ又率 994% 100% 100°/O 100°/O

a年、ととR責回収率を示 し、

現行下水道{吏 用剰を模証
順 調

下水道接続屁

達
催銹率 947% 967% 969% 98.6%

供用開始後3年を経過 した

未 接続 家 屋 を対 象に 、遥

矢0,戸 月」訪間を冥∫lt

H頁調
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本市の下水道が抱える5つの課題を踏まえ、◆後も下水道としての役害」を果

たすため、「平↓ス市下水道中期ビジョン」では、基本理念を「次世代へつなぐ快

適環境～善らしをささえる下水道～」とし、下水道事業の推進を図ります。

基本理念・基本方針

本中期ビジョンにおける基本理念を踏まえるとともに、下水道事業の役客」、

◆後の方向性を認識した上で、以下の4つの基本方針を設定し、隊要となる各

施策に取り組んでしヽきます。

1.良好な生活環境の実現

生活排水を処理し、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ります。

○ 未普及地上或の解消

○ 合流式下水道の改善

2:災害に強い下水道

浸水から都市を守り、災害にも強い下水道を目指します。

O 浸水対策の推進

O 地震対策の推進

3。施設の計画的かつ効率的な維持管暉

ス トックマネジメント手法を活用し、長期的な施設の状態を予測しながら、

下水道施設を計画的かつ効率的に管理します。

O 計画的な維持管理

O 施設の長寿命化対策

4.経営基盤の強化及び効率化

人□減少や節水型社会への移行など、下水道を取り巻く状況が厳しい中、事

業運営を見直し、経営の健全化を目指します。

O 投資計画の健全化 ～経営戦略の策定～

O 使用川の適正化
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下水道の現状

○汚水処理施設の未普及
⇒平成27年度末の下水道処理人口普及率は

9740/O

○下水道事業の厳しい経営状況
⇒老朽化に伴う修繕費等の維持管理費の増加

○老朽イヒ施設の急増
⇒下水道施設の老朽化による管路の破損や施設の

劣化の問題の発生

○集中豪雨による被害の発生
⇒1時間 51mmの 集中豪雨に対応した雨水整備率は

7730/O

O地震に対する施設の脆弱性
⇒南関東地震、東海地震等の発生の可能性

○未普及地域の解消 (汚水整備)

□経営状況や人口減少社会を勘案した効率的・

経済的な普及促進

○浸水対策 (雨水整備)

□浸水発生区域の浸水被害軽減

ロゲリラ豪雨の被害を最小化にする対策

○地震対策

□緊急度や影響度を考慮した段階的かつ計画的

な対策の実施

O下水道施設の老朽化と維持管理

回適正な維持管理によるライフサイクルコス ト

の最小化

○経営基盤の強化

ロトータルコスト低減による費用の抑制

□適切な時期の下水道使用料の改定

基本アj針

良好な生活環境の実現

○未普及地1或の解消 ○合流式下水道の改善

施設の計画的かつ効率的な維持管理

O計画的維持管理 O施設の長寿命化対策

災害に強い下水道

○浸水文」策の推進  ○地震文」策の推進

経営基盤の強化及び効率化

○投資計画の健全化 ～経営戦略の策定～

○使用料の適正化
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良好な生渚環境の実現

■施策の展開

。生活排水を処理 し、ノム`衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ります。

O 未普及地域の解消

〇 合流式下水道の改善

■施策の基本的な考え方

> 平成27年度に神奈川県が実施した「神奈川県生活排水処理施設整備構想」の「点

検結果」と整合を図ります。

> 厳しい財政状況を前提とした投資可能額等の整備目標を設定し、効率的 。経済的に

未普及地馘を解消します。

■これか ら実施する事業

> 本市の「北の核」であるツインシティ太神地区の汚水管を整備します。 (新規)

レ・ 経済効率性を考慮した整備優先順位を決定し、未普及地頭を解消します。 (継続)

ツインシティ区画整理夢業のまちづくリイメージ
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■変更する指標

> 下水道処理人口普及率

中期ビジョン策定時には、平成30年度までに末普及地域を解消するという目標を掲

げていましたが、ゲリラ豪雨対策の強化やツインシティ区画整理事業の進捗等の要因に

より、同目標の達成は難しい状況となっています。

また、◆までの整備を最優先とした者えから、経済効率性や低コス トを重視する者え

んへと変わってきており、整備方針を見直す財要が生じています。

本市においては、◆後の整備箇所である市街化調整区域は、家屋が点在しているため

経済効率性が悪くなることやゲリラ豪雨対策やツインシティ事業への投資額が増大さ

れることから、「選択と集中」の者え方により汚水への経営資源の投入が十分にできな

くなることがラ想されます。

このため、下水道処理人口普及率を下方修正し、当初の「98.1%」 から「97.6%」

に変更します。

初

(当初)

変更

総人□に対する

下水道処理区1功 内人□の割合
% 96.4

(97.5)

97.4

(98.1)

97.6
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■施策の基本的な考え方

> 合流式下水道緊急改善事業は完了しましたが、◆後もさらなる水質改善を図る町要

があるため、合流管への雨水流入抑制が隊要です。

■これか ら実施する事業

> 合流管路への雨水流入抑制のため、宅内浸透施設の設置促進を行います。 (継続)

地中へ這議        す色中べ漠雄

宅内浸透施設の仕組み

雨水浸透桝

地 中

田 田
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災害に強しヽ下水道

■施策の展開

・漫水から都市を會り、災害に強い下水道を目指します。

O 浸水対策の推進

○ 地震対策の推進

■施策の基本的な考え方

"・

平塚市総合浸水対策基本計画の 3つの基本方針である「生命の保護・都市機能の確保 。

個人財産の保護」、「地区と期間を限定した整備」、「ハード対策の強化及び自助の促

進」を主体とした浸水対策を実施します。

レ・ 平塚市総合浸水対策計画のPDCAを 徹底し、降雨状況や浸水被害状況の変化に対応 し

た効率的・効果的な浸水対策を実施しまづ。

浸水対策の基本的な者えアj

生命の保護・都市機能の確保・個人財産の保護

地区と期間を限定した整備 (選択と集中)

ハード対策の強化及び自助の促進ハード施設のみの整備

「降雨 (外力)」 主体の目標

地域全域で一律の整備

≪これまで≫
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>

"・

■これから実 る事業

平塚市総合浸水対策基本計画に基づいた浸水対策を実施し、浸水被害を軽激します。

(新規)

重点対策の7地区 (岡崎、横内、豊田打間木・東豊田、中原・東中原、御殿、新町、須

賀)の浸水対策を実施し、「床上漫水や緊急輸送路で通行止めの発生している箇所」を

平成30年度までに「床上浸水の解消や通行可能レベル」まで被害を軽激させます。 (新

規)

既往最大B無雨の見直しや短期文」策の整備効果を検証し、次期浸水対策計画 (平成31年度

～平成40年度)に反映させます。 (新規)

遊水池としての水田機能を有効に活用するため、「田んぼダム」の浸水軽減に対する有

効性を検証します。 (新規)

雨水管整備が進み、浸水想定区域が大きく変更になる場合は、内水ハザー ドマップを適

宣見直しします。 (継続)

雨水排水施設及び浸透ます等の整備、開発指導による雨水流出抑制を推進します。 (継

続)

上のう等の配布、上のうステーションを整備します。 (継続)

各家庭の雨水貯留槽の設置を支援します。 (継続)

浸水被害軽減目標の概念

レ
　
　
　
　
ト

>

>

＞

　

＞

機能保全 レベル 中期対策における

機能保全 レベル

内水ハザー ド

マップで想定 し

た床上浸水箇所

を床上浸水の解

消 レベルまで低

減

計画期間

短期対策 にお ける

機能保全 レベル

近年における

床上浸水や緊急

輸送 ll各 で通行 止

めの発生 してい

る箇所を床 L浸

水の解消や通行

可能な レベルま

で低減
H26 H40

中期対策

H30

短期対策

:‐ :!"jii二 よで!Ⅲ衆

4ヽ

"う

|こ よれ グヽ〈
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新指標 口変 する指標

> 雨水整備率

"・

床上浸水重点対策地区数

> 上のうステーションの設置数

これまでの浸水対策は、18き間に51mmの大雨に対する安全度を確保するため、その

1年雨に対して浸水が発生しなしヽように施設の整備を進めてきました。

集中豪雨による漫水被害に対して緊急かつ効率的に浸水被害を軽減するためには、重

点的に対策を行う地区を設定し、集中的に整備する町要があります。

◆これまで           ◆これから

の

吟

この者え方を取り入れた平塚市総合浸水対策基本計画では、重点対策の7地区の被害

を最可ヽイしするために、ハード対策として、雨水管整備及び流出抑制施設等の整備を、ソ

フト対策として、上のうステーションを整備し住民の自助を支援する計画となっていま

す。

上のうステーション (平塚市総合公園内)
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※

　

　

＞

このように、平成24年の「平塚市下水道中期ビジョン」策定時から漫水対策の基本的

声ょ方針を転換したため、指標を見直します

雨水整備率の指標は、整備の遅延及び下水道事業計画区域の増加により「79.O%」

から「76.3%」 に下方修正し、新たな指標として「床上漫水重点対策地区数」及び「土

のうステーションの設置数」を追加します。

当初と変更後の目標催

> 雨水整備率

haから3613.05h a 整備率が下がります。

床上浸水重点対策地区数

> 土のうステーションの設置数

(当初)

変更

雨水管を整備すべき面積

に対する整備済み面積の客」合
% 76.2

(78.6)

76.1
|

(79.0)

76.3

ラ ■―■―大
'

(―)

6

(―
― ―

)

O
新規

床上浸水が発生 している

重点対策地区数
地 区

新規

上のうステーションの

設置数
箇所 〇

　
‐‐

(―)

15
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■施策の基本的な考え方

> 耐震化工事の進捗が遅れているため、整備スケジュールを見直します。

> 下水道 BCPの充実を図り敲す。

鰯
　
楽
協
レ
ベ
ル
　
　
鶴

″
rr

′

平峰       災告対応時

下水道BCPによる発生後の業務レベルの回復概3図
(下水道 BCP策定マニュアル～第 2版～ (地震・津波編)

■これから実施する事業

> 地震発生時に二次災害の抑制や速やかに機能の回復を図ります。 (継続)

> 管渠施設の地震対策は、事業の効率化を踏まえ、新規整備事業や改築。更新事業 (長

寿命化事業)と連携して行います。 (継続)

> 東部ポンプ施設の耐震・耐津波診断を踏まえ、地震・津波対策を実施します。 (継

続)

> 減災対策として、仮設ポンプ、復旧資材及び資材調達先の確保に努めます。 (継続)

I

I

!

t,メ 踊締R生工滋〕  【RC増 !丁 る工法〕

〔,え 5)池 環】

〔洗砂|し・司二研

【点を「ポ:イ ゴ場 平EE国】

東き8ポンプ場而」震十ヒ・津波支」策手法
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変更する指標

> 緊急輸送路の耐震化率

レ・ ポンプ施設の耐震イヒ整備箇所

中期ビジョン策定時には、管路施設では平成28年度までに国道 1号車道部の耐震化

完了、ポンプ施設では¬箇所完了させるラ定でしたが、国の耐震指針の変更や厳しい財

政状況による工事進捗の遅延により、同目標の達成は難しい状況となつてしヽます。

さらに、中期ビジョンの目標と「平塚市総合計画～ひらつズ〕`NEXT～ 」の目標との

整合性を図るため、緊急輸送路の耐震イヒ率を、当初の個別路線の耐震イヒ率 (「国道H2
9号耐震化50%」 )から「国道に埋設されているノム`其下水道施設の耐震化進捗率4
3%」 に変更します。また、ポンプ施設の耐震化整備箇所を「耐震化がけ要な5ポンプ

場のうち3箇所」から「東部ポンプ場1箇所」に修正します。

当初と変更後の目標値

> 緊急輸送路の耐震イヒ率

レ ポンプ施設の耐震イヒ整備箇所

(当初 )

変更

(重要な路線に埋設されている

下水遵管の耐震イヒ)

国道に埋設されている

公崇下水道施設の耐震イヒ進捗率

%

(□迫 1号 )

(100)

国道1・ 129号

12

(国道 129号 )

(50)

国道1・ 129号

43

(当初 )

変更

耐震化が財要な5ポンプ場のうち、

整備が終了したポンプ場
箇所 O

(1)

0

(3)

1
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施設の計画的かつ効率的な維持管理

施 策 の 展 開

。ス トックマネジメン ト手法を適用し、長期的な施設の状態をラ沢」しながら、

下水道施設を計画的かつ効率的に管理します。

○ 計画的かつ効率的な維持管理

○ 施設の長寿命化対策

施 策 の 基 本 な考え方

> 持続可能な下水道事業を目指します。

)・ 予防保全型の維持管理を推進します。

レ 下水道施設全体の状態を客観的に把握し、長期的な施設の状態を予測しながら計画

的かつ効率的に管理します。

これ,か ら実 する事業

> ス トックマネジメント手法を取り入れた計画的な維持管理を実施します。 (新規)

> 施設を点検 。調査し、適切な修結及び改築を行しヽます。 (新規)

レ 点検・調査や修結 。改築で得られた施設情報を、継続的に下水道合帳システムに畜

積し、ス トックマネジメン トを効率的 。効果的に実施します。 (新規)

卜 不明水対策の新たな実行計画を策定するため、県と連携し、不明水調査及び対策工

事の効果検証を実施します。 (新規)

長孝命化

「点検・調査Jと「修語き・改築」の関係性

35
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■変更する指

> 合流区域の長寿命化整備進捗率

> ポンプ施設の長寿命化整備箇所

・合流区l或の長寿命化整備進捗率について

中期ビジョンの目標と「平塚市総合計画～ひらつかNEXT～ 」の目標との整合性を

図るため、当初の指標単位である「面積 (ha)」 から「延長 (m)による進捗率 (%)」

に修正します。

。ポンプ施設の長寿命イヒ整備箇所

施設管理を効率的。経済的に行うために、ポンプ場の長寿命化は耐震化と同時に実施

する計画となつています。本市の耐震診断の基準となる国の耐震指針が改定されたこと

により、耐震化工夢が遅れたため、同Bきに長寿命化対策も遅れています。

そのため、指標を「ポンプ施設の長寿命化整備3箇所」から「ポンプ施設の長寿命化

整備¬箇所」に下方修正します。

老朽化したポンプ設備 (東きBポンプ場)

当初と変更後の目標値

> 合流区域の長寿命化整備進捗率

"・

ポンプ施設の長寿命イヒ整備箇所

(380)

45

(合流区1或の主要な管渠の

長寿命イヒ整備率 )

公共下水道 (含流区1或 )

長寿命イしの整備進捗率

(面積ha)

(延長%)

(0) (コ 20)

34

(当初 )

変更

(当初)

変更

長寿冷化が財要な5ポンプ場の

うち、整備が終了したポンプ場
箇所 O

(1)

O

(3)

‖
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経営基盤の強化及び効率イヒ

■施策の展開

。人□河少や節水型社会への移行など、下水道を取り巻く状況が厳しい中、

事業運営を見直し、経営の健全化を目指します。

O 投資計画の健全イヒ ～経営戦略の策定～

O 使用料Ⅲ又入の適正化

4.4.1 投費計画の健全化 ～経営戦巴笛ヽの策定～

施 策 の 基 本 な考え方

> 計画策定時の者え方を基本線としながら、移りゆく社会情勢や国の方針などとの整

合性を保つために見直しを行うとともに、経営戦略を策定します。

> ツインシティ整備や総合浸水対策による雨水整備に伴う借入について追加します。

レ ス トックマネジメン トの者え方に基づいた、投資計画の見直しを行います。

経営戦略の背景

全国的な下水道事業運営の傾向として、人□減少・施設老朽化声ょど厳ししヽ経営状

況にあります。このような中で、下水道サービスを持続的 。安定的に提供していく

ために、平成28年 封月総務省通矢□「経営戟略の策定推進につしヽて」において、「経

営戦略」という中長期的な計画を策定し経営基盤の強化と財政マネジメントの向上

に取り組むことが求められました。

経営戦略の基本的な考え方

■ 下水道事業を将来にわたって安定的に継続してしヽくため、総合的な効率イヒ等の

検討を含め、 3①年以上の見通しを試算した上での中長期的な計画であるこ

と。

■ 「投資試算」 (施設・設備投資等の支出の見通し)と、「財源試算」 (財源構

成を踏まえた収入の見通し)を均衡させた「投資・財政計画」 (収支計画)を

中心に策定すること。

■ 組織や人材育成等の効率化 。経営健全化の取組方針を明確化すること。

■ 公共下水道事業、農業集落排水事業のそれぞれでの策定が隊要であること。
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■これから実施する事業

> 健全に経営ができるように投資額を財政シミュレーションにより試算し、事業の効

果や緊急度を者慮した投資計画を策定します。 (継続)

> 改築日更新を一体的に捉えたス トックマネジメントの者え方に基づいた計画の策定

を進めます。

(継続)

レ・ ス トックマネジメントの者え方に基づき、中長期的な投資試算を行います。(新規)

> 中長期的な投資試算に見合う財源を確保するため、中長期的な財源試算を行います。

(新規)

> 中長期的な下水道使用料収入についての見通しと財源構成を検討します。 (新規)

> 上記の試算 。シミュレーションを基に、組織や人材育成等の効率化 。経営健全化の

取組み等のアセットマネジメントの者えを取り入れて経営戦略を策定し、中長期に

わたる安定的な経営を目指します。 (新規)

■変更する指標

> 借入金の残高

中期ビジョン策定時に想定されていなかったツインシテイ太神地区ノム`其下水道整

備事業を推進するため、借入金が一時的に1曽 えます。このことにより、後期目標値を

331億 円に変更します。

当初と変更後の目標値

(当初)

変更
借入金の残高 億 円 579

(436)

423

(303)

331
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4.442 使用料の適正イし

■施策の基本的な考え方

> 計画策定時の者え方を基本とし、後期言1画期間におしヽても31き続き対応します。

レ・ 移りゆく社会情勢や国の方針などに細〕bの注意を払い、経費の節減や1又入の確保に

努め、使用料の適正化に努めます。

レ・ 下水道事業は下水道使用料の収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則とし、

これを踏まえた上で事業を中長期的に安定させる財源構成を検討します。

■これから実施する事業

レ 毎年、過去3年の汚水処理にかかった費用を基に適正な下水道使用料を算出し、町

要に応じて見直しを行しヽます。 (継続)

レ 中長期的な下水道使用料収入についての検討状況等を踏まえた下水道使用料を算

出します。 (新規)

> 使用料の適正イヒには末接続家屋の解消が重要で、接続l足進の取り組みとして、広報

やホームページ捐重比による周知、戸別訪間や未接続家庭全戸への通矢8を強化します。

(継続)                            ィ
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第5章 施策の推進

施策、指標一覧

鴛人□に対する下水遵処理

区域内人□の割合

未晋及地 1す

の解消
汚水管整備

下水道処理

人口醤及率
964% 974% 976%

100% 合流区以面積に対する設雷

済み面積の割合

合流式下水迪

の改善
貯盟管整備

合流式下水道敵

善率
73%

雨水管整備 雨水整備率 762°/O 761% 763°/O
雨水管を墾隔すべき面積に
支」する整l馬 済み面積の割合

雨水流出

J[R制

雨水浸透秒1の

設遷□数
165,OOOイ 固 191,2241団 215,0001□

年5,OOO個 設置

(宅 内及び迫PS桝 )

鮪合69な

浸水対策

床上浸水重点
女」祭1し区数

6 O
床上浸水が発生 してもヽる

重点文」策1也区数

浸水文J策

自助対策の支援

上のうステー

ションの
設匿数

11 15

団適 1号  129号
両]縦イヒ43%

団通に哩設されている下水

道管の雨】震化

晉渠施設

耐」I装 十し

緊急輛送路の
面」震イヒ率

国道 1=・ 129号
削艇十ヒ12%

災召に強しヽ

下水通

地震 対 策

ポンプ施設
耐震化

而]震化

聖併百箇所
O固 所 1箇所

而」震化ノ〕lあ菱な5ポンプ1易

のうち、整姉が終了したポ
ンプ場

不明水刺策
不明水の

削激E
3,142m' 14,0001ギ

10年 PB]での削コロ標

時間当た り14,00011

管渠施設の
長考ф化対策

34% 45% 公共下水遵 (含 流医域 )

長看命 Iしの墾備選すケ率

ボンプ施設の
長考命化支」矢

O箇所 1箇 所

長毒命化が隊要な5ポンEブ

lЯっのうち、墾隔が終了した
ポンフ場

借入金 の財 政 シ ミュ レー

ションによる残高
投資言1画 の策定

倍入金の

残高
579億 円 423倫 円 331億 円

硬用相の検SI 纏受固 ll叉 率 994% 100% 刊OO% 可年、経費回Ⅲ又率を示 し、

現行下水 ,首使用料を倹証

下水迫 l豊続 l足進 横筑率 947°/O 969°/。 986°/O

十k用開始後3年を経遇 した

未接続 家 屋 を貫」象に 、通

矢□・戸別訪 PoRを実bt
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用語の解説

【あ行】

●アセツトマネジメント

下水道事業の役割を者慮し、資産としての下水道施設管理にけ要な費用、経営管理及

び人員体制等を確保し、下水道サービスを良夕子かつ持続的に継続する事業運営。

●汚水処理経■

汚水処理に係わる終末処理場 。ポンプ場 。管渠などの維持管理に加え、過去に借り入

れた起債の元金及び利子償還費のこと。

【か行】

●改簗

既存の施設の老朽化等により、施設の全部または一部 (修繕に該当するものを除く)

の再建設あるいは取替えを行うこと。

●合併処理浄化槽

トイレや台所、風呂などから流される生活排水を、各家庭に設置された浄化槽内で微

生物のl動 きを利用してされいにする装置。し尿のみを処理する単独処理浄化槽に比べて、

全ての生活排水を処理し、水質的には下水道に近しヽ能力があることから、下水道や農業

集港排水が普及してしヽない人□の散在する地域の生活排水対策として効果的である。

なお、単独処理浄化槽は、浄化槽法により平成13年以I冬新規に設置することは認め

られていない。

●官庁会計

国や地方公共団体で用いられる会計方式で、原則として現金の動さを記録・計算・報

告する方式のこと。

●企業会計

一般企業に用いられる会計方ェ式で、誰から見ても同じ結果となる客観性と取り消され

ることのない確実性を充たすため、企業活動とその結果を発生した時点、実現した時点

を貨幣額で記録・計算・報告すること。

●経営戦略

公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基

本計画
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●下水道使用料

下水道の維持管理費等の経費に充てるため、下水道管理者が使用者から徴収する料金

を下水道使用料といい、この下水道使用料の徴収基準を定めたものが下水道使用料条例

である。

●下水道処理人口普及率

行政区戦内の総人□(住民基本合帳人□)に占める公共下水道に接続可能な区頭内

の人回のLヒ率をいい、百倉率で表す。

●下水道台帳

下水道法で、その作成と保管が義務付けられた管路施設 。ポンプ場施設・処理場施設

の位置、構造、仕様等及び設置時期を記載した合帳。

●ゲリラ豪雨

ゲリラの奇襲攻撃のように全くラ期しない時間、場所に突然豪雨が襲う現象。きわめ

て限定された場所に大量の雨が集中的に降るために、地盤に悪影響を与えたり、川の水

かさが急に増えて、水害を弓|き起こしたりする。特徴としては、「降雨の範囲が極めて

局所的」、「短い降雨時間」、「単位時間当たりの降雨量が多い」などである。

1時間に100mmを超えるような集中豪雨の件数も最近になって増加している。発生

原因ははっきり解明されていないが、ヒートアイランド現象も要因の一つといわれてい

る。

●減災

災害時において発生し得る被害を最」ヽイヒするための取り組み。

●公共用水域

水質汚濁防止法では、「河川、湖沼、港湾、沿岸海け、その他公共の用に供される水

頭、及びこれに接続する公共溝渠、かんがい (濯漑)用水路、その他
′ム`共の用に供され

る水路」と規定されている。下水道では、公共下水道の雨水管きょならびに都市下水路

等が該当する。

●更新

標準的な耐用年数に達した施設の再建設あるいは取替えを行うこと。

●合流式

下水の収集方式のうち、汚水と雨水を同一の管渠で排除する方式であり、全体的戸ょ建

設費が割安であることア〕`ら、古くから下水道整備に着手した都市で採用されてきた。こ

の方式の場合、降雨時に雨水で希釈された未処理下水を放流することから、水質汚濁の

面から問題視されており、近年では分流式が採用されている。
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【と行】

●鶴末処理堀

下水道の汚水を浄化し、河川・湖沼または海へ放流する施設のこと。

●浸水

大雨により地域 。家屋等が水につかるI見象で、地域についてはその面積・家屋につい

ては床上 。床下の浸水戸数で表現する。道路等は冠水と表現。

0水買保全

環境保全のうち、水質に関わるもの。人F口]の産業活動や事業活動により排出される汚

染物質を規制 。抑制し、水質の汚染を防止することにより、水質の将来的な維持を行う

こと。

●ストツクマネジメント

既存の建築物 (ス トック)を有効に活用することで、施設の長寿命化を図り、ライフ

サイクルコストをl氏減する技術体系及び管理手法の総称。

ただ単純に、古くなったという理由から施設を解体して新築 (改築)を繰り返す、い

わゆる「スクラップ&ビルド」とは違う考え方となり、この「ストックマネジメント」

を洒用することで、施設の社会的需要や老朽度の判定・改修時の費用対効果等を総合的

に勘案した上で、解体・用途変更 。改修 。改築など、その施設にとつてどれがよりよい

方法なのか判断することができる。

【痣行】

0地方債(=起債 )

建設買の財源として、地方公共団体が国や地方
ノム`営企業等金融機構などから借り入れ

る長期借入金のこと。

●長寿命化

当初設置時点から数えて、標準耐用年数以上の使用年数が期待できる対策。

【な行】

●内水ハザードマツプ

河川から水があ心、れるのではなく、降った雨をスムーズに河川へ排水しされなくなっ

て、下水道や水路などから水があも、れる場合に、浸水が発生する地t或をラ想した地図で、

地図には浸水が予想される地域とその深さ、避難場所等が示されてしヽる。
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●農業集落排水

農業集落排水は、農業振興地1或 における農業用用排水の水質保全等を目的として、地

域内の集落において汚水処理を整備すること

【l渉行】

●不明水(=浸入水 )

下水管路内に、管路の継ぎ手部。マンホールの蓋穴。ます等から浸入してくる地下水・

雨水等のこと。

●分流式

下水の収集方式のうち、汚水と雨水とを居U′マの管渠で排除する方式である。この方式

の場合、汚水と雨水の排除を完全に分離する町要がある。特に汚水管に雨水系統の誤接

続があると、多量の不明水をもたらす要因となり、処理機能への悪影響や維持管理費の

増大などの原因となる。

●平塚市総合浸水対策基本計画

浸水被害の増加を背景に、平成26年度策定された平塚市の浸水対策の方向を示す計

画

【ら行】

●ライフサイクルコスト(LCC:Lre Cycte cOst)

ある施設における初期建設コス トと、その後の維持管理費用等を含めた生涯費用の総

計。

●ライフライン(Lre Line)

都市機能は維持し、人ノマが日常生活を送る上で隊須の諸設備で、現代社会におしヽては、

水道・下水道 。電気・ガス等の公共公益設備や電話 。インターネット等の通信設備のほ

か、各種物資を搬出入する運送や人の移動に用しヽる鉄道等の物流機関などを言う。
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資 料 4

(3) 平成 28年度 平塚市下水道事業決算について

1 総括事項

本市の下水道事業は、河川の水質保全や公衆衛生の向上及び浸水防止のため、建設改良や維

持管理を行つています。

経営面では、平成28年 4月 1日から地ん塗営企業法の財務規定等を適用し、企業会計方式

の経理を導入するとともに下水道施設の委産を}巴握することで、経営状況及び財政状態の日月確

化と経営基盤の強イヒを図りました。

2 業務状況

(1) 業務量

253,563人 253,370人 193人 増

(2) 資金 (現0) 単位 :円

(3)一 時借入⇔ 単位 :円

本年度の一時借入金はありませんでした。

(4)損 益計算書 単位 :円

※ 1 営業利益   =(営 業収益)― (営業費用 )

※2 経常利益   = (営 業収益 十 営業外収益)― (営業費用 十 営業外費用)

※3 当年度純利益 = (営業昨又益 十 営業外収益 十 特別利銹)― (営業費用 +営 業外費用 十 特別損失 )

(5)貸 借対照表 単位 :円

(6)企 業債 単位 :円

47,907,180,796円 44,481,553,134円

3 現状分析

平成28年度下水道事業決算では、経営成績を表す「損益計算書」、資金繰りの状況を表す

「キャッシュ・フロー計算書」、財政状態を表す「賞借対照表」などから、経常的な事業適動

において「不家ぐ能力」があり、計画に沿つた「投資 (建設)を行いつつ、負債 (借入)の縮小」

ができ、「資金繰りも順調」であることで、「健全な経営」が短期的には行われたと考えます。

◆後は、長期的な経営成績の蓄積と、他市とのLヒ較を含む詳細な分析を行い、計画的恋建設、

効率的な維持管理、適正な斗又入の確保に努め、安定 した事業活動の継続を目指します。

固 定 負 債 40,599,346,420

流 動 資 産 1,皇61,108,219 流 動 員 債 4,347,362,109

資 産 合 計 121,138 355 繰 延 斗又 益 52,660,250,281

負 債 合 計

資  本  金

剰  余  金 3,612,362,845

資 本 合 計 23,531,729,545

負債資本合計

253,563人 (253,370人 )処理区域内人□ (人 )

44,481,553,1343,946,827,66247,907,180,796 521,200,OOO

206,567,755 610,695,O09404,127,254

営業斗又支仁ヒ率

80.0%
営業利益※1

△1,226,664,445
営業費用

6,141,752,139
営業収益

4,915,087,694
経常斗又支比率

112.O%
経常利益

※2

888,433,531
営業外費用

1,266,673,108
営業外井又益

3,381,771,084
総収支Lヒ率

111.5%
特尾U損失

57,245,833

当年度純禾」盃泳3

856,262,808
特別利益

25,075,110



か 考 資 料
平塚市下水道運営審議会規則

平塚市下水道運営審議会規則 (昭 和 42年規則第 25号)の全部を改正する。

(趣 旨)

第 1条 この規則は、平塚市附属機関設置条例 (平成 25年条例第 2号)第 3条の規定に

基づき、平塚市下水道運営審議会 (以下 「審議会」 とい う。)の組織及び運営に関 し必

要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第 2条 審議会は、市長の諮問に応 じ、次に掲げる事項を審議する。

(1)公 共下水道の使用料に関すること。

(2)農 業集落排水処理施ロヨ没の使用料に関すること。

(3)前 2号に掲げるもののほか、市長が必要 と認める事項

(委員 )

第 3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者の区分に応 じ、当該各号に定める人数の範

囲内で市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 2人

(2) 学識経験者  3人

(3) 排水設備を設置すべき者又は使用者  6人

2 委員の任期は、2年 とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任 されることができる。

(会長 )

第 4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理 し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員の うちから会長があらかじめ

指名する者がその職務を代理する。

(会議 )

第 5条 審議会は、会長が招集 し、その議長 となる。

2 会長は、委員の 3分の 1以上の者か ら招集の請求があったときは、審議会を招集 ,し な

ければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席 しなければ開くことができない。



4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決 し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。        .

(意見の聴取等 )

第 6条 審議会は、その審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の者 に出

席を求め、意見若 しくは説明を聴き(又は資料の提出を求めることができるど

(結果の報告 )

第 7条 会長は、審議会が終了したときは、速やかに、市長に審議結果を報告 し、又は答

申するものとする。

(庶務 )

第 8条 審議会の庶務は、土木部下水道経営課で処理する。

(そ の他 )

第 9条  この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。

附 則

この規則は、平成 29年 4月 1日 から施行する。


